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◆事業の内容
　新型コロナウイルス感染症によって、様々な影響を受ける農業者・漁業者の方に、これからの事業の取り組
みに活用できる「クーポン券」を交付することで、事業の支援をします。

◆クーポン券

３万円分（1,000円×30枚綴）／ １事業者
　【注意事項】
　1.  登録された取扱店で使用してください。（登録されていない店舗では使用できません）
　2. 事業に必要な燃油や資材等の購入など、事業に関連するものに使用してください。
　3. クーポン券の目的外の使用や譲渡、交換、売買等が判明した場合は、使用を停止することがあります。
　4.  クーポン券は課税対象になる場合がありますので、次年度分の確定申告の際にはご注意ください。

クーポン券有効期間：令和２年10月１日（木）から令和３年２月28日（日）まで

◆交付対象者の要件
　下記の要件①・②を満たす農業・漁業事業者
　［要件 ①］
　（個人の場合）
　・ 日高町に住民登録（令和２年８月11日時点）を有し、かつ日高町内で事業をおこなっている。
　（法人の場合）
　・ 代表者が日高町に住民登録（令和２年８月11日時点）を有し、かつ日高町内に本店を有する。
　［要件 ②］
　（農業者の場合）
　・ 令和元年分の申告で農業所得が農業所得以外の所得の合計額（一時所得等を除く）より多い農業者。
　（漁業者の場合）
　・比井崎漁業協同組合の正組合員。
　【注意事項】
　・ 上記以外に2020年（令和２年）事業継承された事業者の方も対象となります。
　・ 「農業・漁業」、「個人・法人」での重複申請はできません。

◆交付の条件
　・ 令和元年12月末日までに納期が到来した町税（町県民税・国民健康保険税・固定資産税・軽自動車税等）

に滞納がないこと。

◆申請書類
　日高町農水産業支援事業クーポン券交付申請書を記入のうえ、本人確認ができるもの（運転免許証など）、
認めの印鑑をご持参ください。
※農業者の方は、令和元年分の確定申告書類の控え（写）（受付されているもの）など農業所得およびその他
の所得がわかる書類をご持参ください、

申請書受付期間：令和２年10月１日（木）～令和２年11月30日（月）まで
【注意】申請書類等の審査の結果により、交付対象とならない場合があります。

♦申請・問い合わせ
　　日高町役場　産業建設課　産業振興班　　☎：0738・63・３８０６　　ＦＡＸ：0738・６３・３８５４
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　日高町内で営む飲食店や旅館・民宿の事業者を対象に、新型コロナウイルス感染症の感染
予防対策を目的として安全・安心確保に要した備品購入等の経費を補助いたします。

●対象者
　日高町内で営業をしている飲食店、旅館・民宿の事業者

●補助対象経費及び補助率など
◦ 感染予防対策のために要する備品購入等の経費の総額が30万円未満（消費税・地方消費税を除く）

であること
◦補助対象経費の２/３以内、補助限度額10万円まで
◦添付資料として購入に要した見積書・領収書が必要になります。
　（例示）アクリル板、パーテーション、ビニールカーテン、非接触型体温計など
　※マスク、消毒液、使い捨て手袋等消耗品は対象となりません。

●申請期間
　令和３年３月31日（水）まで
　（令和２年４月１日以降で既に設置している事業者も申請できます。）

【お問合せ先】
　日高町役場産業建設課　☎　６３・３８０６

日高町飲食店安全・安心確保支援事業について

　令和２年11月開催予定でありました、第24回日高町ふれあい祭、第44回文化展、
第42回芸能発表会の開催は、新型コロナウイルス感染症対策のため中止いたしま
す。楽しみにされていた皆様方には、大変申し訳ございませんが、ご理解のほどよろ
しくお願申し上げます。

日高町ふれあい祭実行委員会

第24回 日高町ふれあい祭
第44回 文 　 化 　 展
第42回 芸 能 発 表 会

の中止について


